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令和７年 10月８日 

第２回及び第３回宮津市宿泊税検討委員会の開催結果について 
 

市民環境部税務・国保課 

産業経済部商工観光課 
 

 宮津市が、世界から選ばれる持続可能な観光地づくりへの取り組みを展開していくために必

要となる新たな財源の確保に向けて、宮津市宿泊税検討委員会を設置し、会議を開催しました

ので、その概要について御報告します。事情 

 

１ 会議開催の状況 

（１）第２回 令和７年７月 11日（金） 宮津市防災拠点施設 

  【議題】 

①財源確保の目的について、②実施するべき観光事業・必要となる財源規模について、

③観光財源の負担のあり方について 

（２）第３回 令和７年８月 28日（木） 宮津市防災拠点施設 

  【議題】 

①宿泊税を導入する場合の課税要件等について、②特別徴収義務者への支援等について 

 

【主な意見】 

○実施するべき観光事業・必要となる財源規模について 

・ 地域間競争に負けないよう、多くのプロモーションを実施し、天橋立及び宮津に目的を

持って来訪いただける取組が重要である。 

・ 燈籠流し花火大会だけでなく、ベイ花火の拡充、大江山での星空観賞ツアーなどナイト

コンテンツの造成が重要である。 

・ 施策実施に当たっては、財源ありきで考えるのではなく、本当に必要なものに必要な処

置をするということが大事である。 

 

○観光財源の負担のあり方について 

・ コロナ等有事の際には宿泊税頼みの事業はできないので、インフラ整備など基本的な

行政サービスは、既存の財源を活用すべきである。 

・ 宿泊施設への宿泊客だけでなく、道の駅等に車中泊される方にも負担を求めるべきで

ある。 

・ 日帰り客から観光税をとることは徴収方法から考えると不可能であり、多くの自治体

が宿泊税を導入しているのは、徴税が可能であるからである。 

・ 宿泊税と入湯税が併存することになるので、その関係性を明確に提示する必要がある。 

・ 宿泊税の仕組みとして、使途などを検証する組織を設置するべきではないか。 

・ 宿泊税が一般財源化されると、観光振興を重点化したいという目的から乖離するので

目的税の方がよい。 

・ ごみ処理や鉄道維持に係る住民負担の軽減に、宿泊税を使うことは反対ではないが、宿

泊客の増加に重点を置くべきである。 

 

 

 

 



○宿泊税を導入する場合の課税要件等について 

・ 宿泊税の導入については、宿泊料金が安価なところは死活問題であるので、導入する場

合はケアが必要である。 

・ この地域を世界に認められるような観光地にするため、来られる全てのお客様から応

援という意味での費用をいただいて、それを活用して、循環させていくべきである。 

・ 宿泊料金は日によって変わるので、現場サイドで考えると一律定額制がよい。 

・ １人１泊 200円程度なら宿泊者の負担にはならないのではないか。 

・ 観光振興のため必要となる費用によっては、宿泊料金の区分に応じて税額を設定する

こともあり得る。 

・ 結論を出す前に、宿泊事業者に丁寧に説明をするべきである。 

・ 宿泊税の導入に当たっては、システム変更などの経費に支援をすべきである。 

・ 宿泊税を活用した事業であるということが、納税者にも伝わるように取り組んでいか

れるのがよい。 

 

○入湯税の活用について 

・ 老朽化する泉源維持への対応として、入湯税を充てるべきである。 
 

２ 今後の予定 

   第 4回 令和７年 10月 17日 

 

＜参考＞ 

○宿泊税に係る宿泊事業者説明会の開催 

・日 時 令和７年９月 29日（月）午後１時から 

・場 所 みやづ歴史の館 

・参加者 宿泊事業者 46人 

※参加できなかった方からもご意見を聴取しているところであり、これと併せて説明会で出

た意見は、12月に報告予定 

 






























